
令和５年度日進市教育委員会基本方針 

１ 基本方針及び目標の位置づけ 

（１）基本方針及び目標 

日進市教育委員会は、令和３年度にスタートした「第２次日進市教育振興基本計画」（以下

「基本計画」という。）にて掲げる基本理念と目指す人物像の実現に向け、教育に関する施策

を総合的・計画的に推進します。 

基本計画は、本市の実情に合わせ、昨今の社会情勢の変化により生じた課題や、求められ

る力などを踏まえて策定しています。 

基本計画の推進にあたっては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２６条の規定

に基づき実施する「教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価」を活用し、毎

年度、学識経験者の知見も加えながら点検評価を実施し、ＰＤＣＡサイクルのもと計画の進

行管理を図ります。 

そのため、日進市教育委員会「基本方針」は、基本計画を踏まえた各所属の指針となる事

項として位置付け、基本計画で設定した重点施策や基本施策の各施策に関する当該年度の主

な実施予定を「目標」として位置付けることで網羅的に施策を推進することとします。 



（２）基本計画体系 



〔学習政策課〕（令和４年度：教育総務課）

事業名 事業内容 令和５年度主な実施予定

子どもの学びや教員を
支えるICT環境の充実

 １人１台タブレット端末の整備を始め、ネットワー
ク環境の整備、遠隔・オンライン教育に適合したICT環
境の実現や研修の実施等により、教員の指導力向上を
図り、児童生徒が全ての教科でICTを活用した学習を行
うことで情報活用能力を育成します。

 児童生徒・教職員に配備したタブレット端末やネッ
トワーク環境が学校教育の場での更なる活用に資する
よう、配備したICT機器等を安心して使用できる状態を
維持するとともに、機器の更新や保守管理を適切に行
います。

重点施策４ 学校を核とした地域づくり
事業名 事業内容 令和５年度主な実施予定

地域学校協働本部の運
営

 学校が地域と連携、協働する組織を設置し運営する
ことで、地域全体で学校を支援し子どもたちの成長を
支える活動を推進します。

 地域活動学校開放事業を通じ、地域で活動する団体
が学校への理解と愛着を深め、両者の関係が良好に保
たれるようにするとともに、利用団体に対し、地域学
校協働活動の案内をしていくことで、団体やその構成
員が活動に参加するよう促します。

個に寄り添う教育活動の充実
事業名 事業内容 令和５年度主な実施予定

地域学校連携事業
 部活動をはじめとする学校の諸活動を支援するた
め、学校教育支援学生サポーター等の配置や部活動に
係る費用の補助を行います。

 国のガイドラインで示された学校部活動の地域移行
について、関係者や児童生徒の意見を基に、小中学校
部活動地域移行検討委員会を組織し、日進市の部活動
のあり方を検討します。

地域活動学校開放事業
 学校教育に支障のない範囲で、各学校区の児童生徒
や地域住民の地域活動のために学校施設を開放しま
す。

 地域活動を行う団体のために学校施設を開放しま
す。同種の事業である、学校体育施設スポーツ開放事
業との施設管理体制の連携により、効率的に事業を実
施します。また、利用団体に対し、地域学校協働活動
への参加を促すため、様々な機会等を利用して、ボラ
ンティア登録などの案内をします。

学校教育環境の整備推進
事業名 事業内容 令和５年度主な実施予定

学校規模及び配置の適
正化

 児童生徒数や社会状況の変化を見据え、適宜、市内
小中学校の規模及び配置の適正化について検討を行い
ます。

 市内小中学校の規模及び配置の適正化については、
引き続き、人口推計に基づき必要に応じて適正規模等
検討委員会を開催して検討します。

学校施設の整備・管理

 学校施設や校用備品の経年劣化等に対応し、快適な
学習環境を維持するために、計画的に改修、修繕、及
び買い替えを行います。また「新しい生活様式」を踏
まえた学校施設の整備を行います。

 地震や災害による外壁剥落防止のための工事、老朽
化したトイレの改修工事を行います。また、小学校に
続き、中学校の特別教室等に空調設備の設置工事を行
います。

ICT環境整備事業

 ICT機器を活用し、情報収集や整理、比較等、自ら考
えて課題解決する学びの授業を行うことができるよ
う、タブレット端末やネットワークの整備を行いま
す。

 児童生徒・教職員に配備したタブレット端末やネッ
トワーク環境が学校教育の場での更なる活用に資する
よう、配備したICT機器等を安心して使用できる状態を
維持するとともに、機器の更新や保守管理を適切に行
います。

◆基本施策の主な事業と実施予定

令和５年度 日進市教育委員会 基本方針と目標

◆基本方針

 教育行政を推進するため、家庭・地域・学校と連携を図るとともに、教育委員会が担う業務を着実に遂行する。また、教育委員会に関する
情報の発信を積極的に行うことにより、市民に開かれた教育委員会の実現を目指す。併せて、教育委員会事務局における事業の総合的な調整
を行い、総合計画及び教育振興基本計画に基づく学校教育、社会教育等教育行政全般の活動の充実及び効率化を進めていく。また、児童生徒
がより良い環境で授業に臨み、安全で安心な学校生活を送ることができるように、小中学校の教育環境の整備を進める。

◆重点施策の主な事業と実施予定
重点施策１ 自ら学び、課題解決する力の育成と小中学校の教育環境整備



〔学習政策課〕（令和４年度：教育総務課）

生涯を通じてだれもが自由に学べる環境整備
事業名 事業内容 令和５年度主な実施予定

高等学校等修学補助事
業

 教育の機会均等のため、学ぶ意志のある高校生等に
対し、経済的理由により高等学校等の修学が困難な状
況にある生徒を対象に、修学に必要な資金を助成しま
す。

 国県の助成制度の拡充・社会動向を踏まえ、より支
援の必要性が高い低所得世帯の生徒に対し重点的に助
成するため、令和３年度から変更した制度により、給
付額等を適宜見直しし、引き続き実施します。



〔学び支援課〕（令和４年度：生涯学習課）

事業名 事業内容 令和５年度主な実施予定

少年少女発明クラブ支
援

 児童・生徒の科学技術及び創作活動に対する興味・
関心を追求する場を提供するため、少年少女発明クラ
ブの活動を支援します。

小学校４年生～６年生を対象としたものづくり理科
教室の開催を支援するとともに、日進市少年少女創意
くふう展を開催します。

子どものまちの開催
 未来をつくる子ども条例の趣旨に則り、子どもたち
が企画段階から主体的に取り組み運営する事業を実施
します。

 子どもたちが企画段階から主体的に取り組み運営す
る事業に加え、キャリア教育推進につながる青少年育
成事業に取り組みます。

大学等との連携による
講座の開催

 連携協力協定を提携している大学等と連携し、人
材・資源を活かした専門性の高い講座を開催します。

連携協力協定を提携している大学に加え、官民連携
協定を締結している企業の協力を得て、専門性の高い
講座を開催します。

企画講座の開催

 地域人材の発掘と「学ぶ」だけでなく「教える」生
きがいを感じることができる場を提供し、市民相互の
学びの循環と市民同士の交流の促進により地域の活性
化を図ります。

市民の皆さんの「学びたい」「教えたい」を形にす
る「にっしん市民企画講座」を引き続き開催し、オン
ラインによる講座の提案も募集します。

ESD講座との連携

 市内で開催する様々な講座情報を提供する情報誌を
合同で作成するなど、他部署との連携及び市民団体と
の協働により、多様な分野の学習の場の提供と機会の
充実を図ります。

 ESDの推進と学びの機会を効率的に充実させるた
め、他部署と連携し、ESD講座をはじめ、様々な講座
の情報発信の相互協力を実施します。また、生涯学習
課が発行する情報誌に他部署の情報を掲載します。

重点施策３ 文化・スポーツを生かしたまちづくり
事業名 事業内容 令和５年度主な実施予定

文化芸術のアウトリー
チ

市民会館を拠点として文化祭・美術展・民族芸能発
表会・音楽祭等を開催するとともに、地域で気軽に文
化芸術に触れ合う機会をつくります。

 市内の施設で気軽に美術に親しめるよう、まちなか
ぎゃらりーを開催します。また、子どもの頃から音楽
に親しめるよう学校音楽アウトリーチを実施します。

文化芸術推進の仕組み
づくり

 文化芸術が関わる領域は広く、多様な分野に及ぶた
め、目的を共有して連携できる仕組みをつくります。

 文化協会をはじめとする団体活動を引き続き支援す
るとともに、市・指定管理者・団体が連携を図ってい
きます。

地域のアスリートによ
るスポーツ推進

 地域のアスリートを応援するとともに、地域のアス
リートによるイベント等を開催します。

 地域のアスリートによるスポーツイベントを開催し
て、地域アスリートを応援するとともに、スポーツ推
進を行います。

スポーツ推進の仕組み
づくり

 多様化するスポーツニーズに対応するため、スポー
ツ団体等が目的を共有して連携できる仕組みをつくり
ます。

 スポーツ団体等が目的を共有して連携できる仕組み
を構築し、地域のスポーツニーズに対応できるように
します。

重点施策４ 学校を核とした地域づくり
事業名 事業内容 令和５年度主な実施予定

地域学校協働本部の運
営

 学校が地域と連携、協働する組織を設置し運営する
ことで、地域全体で学校を支援し子どもたちの成長を
支える活動を推進します。

 ４中学校に地域学校協働本部を設置、地域学校協働
活動推進員を配置し、地域と連携しながら学校の実情
に応じて学習活動や環境整備を支援します。

令和５年度 日進市教育委員会 基本方針と目標

◆基本方針

 生涯にわたり必要な学習を通じて新たな知識や技能、技術を身に付け、自らの人生を選択し、切り拓いていく原動力を育成できる環境を整
えるため、生涯学習４Ｗプランに基づき、個人・家庭・学校・社会における学習、キャリア教育、文化・スポーツ・レクリエーションなどあ
らゆる場面において、子どもから大人まで生涯にわたり人生を豊かにするための学習活動を推進する。また、家庭や地域と連携・協働して学
びの充実を図るため、地域全体で子どもを育てるだけでなく、地域全体の教育力を高められるよう体制を整える。

◆重点施策の主な事業と実施予定
重点施策２ 人生１００年時代を見据えた地域の財産を生かした学習の推進



〔学び支援課〕（令和４年度：生涯学習課）

学校教育 個に寄り添う教育活動の充実
事業名 事業内容 令和５年度主な実施予定

家庭教育推進事業

 家庭、地域、学校が協力して地域全体で子どもや若
者の育ちを支える取り組みを支援し、各家庭の教育力
の向上と地域全体で家庭教育を推進する環境づくりを
行います。

 ９小学校区に組織されている家庭教育推進委員会の
活動を支援し、各地域の特性を生かしたイベントの開
催などを通して地域の教育力向上をめざします。

社会教育推進事業

市民があらゆる機会にあらゆる場所において学習す
ることができ、その成果を適切に活かすことのできる
社会を実現するため、学習の機会及び情報の提供によ
り社会教育の振興に努めます。

 社会教育の振興を目的とする各種団体の活動を支援
します。また、年３回生涯学習情報誌を各戸配布し、
幅広く市民に生涯学習情報の提供を行います。

生涯スポーツ普及事業
 本市のスポーツ振興の一翼を担っている市内スポー
ツ団体との連携体制を強化し、団体の支援・育成や指
導者の育成を通じて市のスポーツ振興を推進します。

 スポーツ協会・レクリエーション協会・にっしんス
ポーツクラブの活動支援を行い、市のスポーツ振興を
推進します。

生涯学習 生涯を通じてだれもが自由に学べる環境整備
事業名 事業内容 令和５年度主な実施予定

社会教育推進事業

市民があらゆる機会にあらゆる場所において学習す
ることができ、その成果を適切に活かすことのできる
社会を実現するため、学習の機会及び情報の提供によ
り社会教育の振興に努めます。

 社会教育の振興を目的とする各種団体の活動を支援
します。また、年３回生涯学習情報誌を各戸配布し、
幅広く市民に生涯学習情報の提供を行います。

生涯学習講座開催事業

 大学、地域、団体等と連携するとともに、専門的知
識を有する人材の協力を得て、誰もがいつでもどこで
もなんでも学習することができるよう、自発的な学習
を支援する講座を開催します。

にっしん市民企画講座、オンラインによる講座、日
進市民教室、シルバースクールなどを開催し、市民の
ニーズに応じた幅広い分野の学習や活動の機会を提供
します。

子ども学習活動支援事
業

 大学、地域、団体等との連携や企業、教員OBといっ
た専門的知識を有する人材の協力を得て、次世代を担
う子どもの知的好奇心を探求する学習活動を支援しま
す。

 連携協力協定を提携している大学の協力により、大
学キャンパスを活用した子ども大学にっしんを実施し
ます。また、企業、教員ＯＢ、高校などの協力によ
り、少年少女発明クラブによるものづくり理科教室を
実施します。

文化施設管理運営及び
維持管理事業

市民会館、生涯学習プラザ、ふれあい工房等の生涯
学習の拠点となる文化施設について、利用状況とニー
ズを踏まえ、老朽化対策を含め適切な施設の維持管理
と環境の整備を進めます。

 指定管理者制度により適切な施設の維持管理と環境
整備を行い、市民が生涯学習や文化芸術に親しめるよ
う講座や事業の企画運営を行います。また、令和６年
度に市民会館大ホールの耐震性を向上させる天井改修
工事を予定しており、令和５年度に利用中止期間、施
設の周知を行っていきます。

基本施策４ 歴史・文化に親しめる環境整備
事業名 事業内容 令和５年度主な実施予定

文化推進事業

 多種多様な文化芸術体験を発信する場及び文化芸術
に触れる場を提供し、文化活動団体の支援を行うこと
で、市の有する文化芸術の維持、継承、発展を目指し
ます。

文化祭・美術展・民族芸能発表会・音結祭・ヤング
フェスタなどを開催し、文化協会、民俗芸能連合会、
その他文化活動団体の活動を支援します。

文化財保護事業

市民が地域固有の歴史や郷土に対する誇りや愛着を
持てるよう、市内各地域の文化財及び歴史的建造物で
ある旧市川家住宅を周知及び活用し歴史に触れる機会
を提供します。

 旧市川家住宅は指定管理者制度により適切な施設の
維持管理と修繕を行うとともに、周知活用する事業を
実施することで郷土への愛着を育みます。また、市内
各地域の文化財の適切な保存を図ります。

岩崎城歴史記念館維持
管理事業

 歴史に触れる機会を提供する施設として、常設展に
加え企画展や歴史講座の開催など市民ニーズを踏まえ
た運営を行い、老朽化対策を含め適切な施設の維持管
理と快適な環境の整備を進めます。

 指定管理者制度により適切な施設の維持管理と環境
整備を行い、市民が歴史や文化財に親しめるよう企画
展や歴史講座などを開催します。また、岩崎城の歴史
や城内の遺構について市内外に周知を図る事業を実施
します。

◆基本施策の主な事業と実施予定



〔学び支援課〕（令和４年度：生涯学習課）

基本施策５ ライフステージに応じたスポーツ活動の推進
事業名 事業内容 令和５年度主な実施予定

スポーツ大会開催事業
 スポーツ大会や講座等を実施し、子どもから高齢者
まで誰もが気軽にスポーツに親しめるような環境づく
りを進めます。

 イベントや体験会などを開催して、誰もが気軽にス
ポーツに親しめる環境を提供します。

生涯学習スポーツ普及
事業

 子どもたちが多種多様なスポーツに興味が持てるよ
うトップレベルの選手から直接指導を受けることので
きる機会の創出や多様化するスポーツニーズに対応で
きる環境づくりを進めます。

 大学と連携して小学生向けのスポーツアウトリーチ
を実施します。また企業と連携して、小学生対象のス
ポーツ体験会を実施します。
 その他、トップアスリートによるスポーツ教室等を
行うなど、様々なアプローチによるスポーツ推進を進
めていきます。

生涯スポーツ普及事業
 本市のスポーツ振興の一翼を担っている市内スポー
ツ団体との連携体制を強化し、団体の支援・育成や指
導者の育成を通じて市のスポーツ振興を推進します。

 スポーツ協会・レクリエーション協会・にっしんス
ポーツクラブの活動支援を行い、市のスポーツ振興を
推進します。

スポーツ施設管理運営
事業

 指定管理者制度により、効率的な施設管理・運営を
行い市民サービスの向上に努めます。また、総合運動
公園など各スポーツ施設の従来の特徴を活かしつつ、
より幅広い世代に親しまれるような魅力的な施設とな
るよう整備を図ります。

 指定管理者制度により、適切な施設の維持管理を行
います。
 市内スポーツ団体・指定管理者で形成するスポーツ
推進協議会により、市民がスポーツに親しむ講座や事
業の企画運営を行います。

スポーツ施設維持管理
事業

 老朽化がみられる施設について、順次適切に改修工
事や備品購入を行います。

 スポーツセンター第１競技場・こども部屋空調設備
工事やスポーツセンター競技場床修繕工事を行うな
ど、順次適切に改修工事や備品購入を行います。

学校体育施設スポーツ
開放事業

 学校施設を活用して、地域に根差したスポーツ振興
を図ります。

 学校を核としたスポーツ振興の一環となるよう、登
録団体に、適切な施設利用と市のスポーツ振興への協
力を促します。



〔図書館〕

事業名 事業内容 令和５年度主な実施予定

学校と図書館との連携

 市内全ての小中学校図書室及び市立図書館をひとつ
に繋ぐネットワークを整備するため、双方が連携でき
る図書館システムの構築を目指します。また、各学校
間及び市立図書館との間の配本・レファレンス・相互
貸借等のサービスをこのネットワーク全体で利用でき
るよう整備します。

 市立図書館と小中学校図書館を繋いだネットワーク
システムを利用して図書館の書誌データを共有し、各
学校への配本、レファレンスの充実を図り、学習支
援、読書支援を継続実施します。

◆基本施策の主な事業と実施予定
生涯を通じてだれもが自由に学べる環境整備

事業名 事業内容 令和５年度主な実施予定

レファレンス・サービ
ス事業

 利用者が学習・研究・調査を目的として必要な情
報・資料などを求めた際に、図書館員が情報そのもの
あるいはそのために必要とされる資料を検索・提供・
回答することによってこれを助けます。

 バランスある蔵書構成に努めるとともに児童図書の
整備、充実を図ります。図書館員のレファレンス知識
の習得と技術の向上及び職員間の情報共有に努めま
す。

配本事業
福祉会館・保育園、または民間を含む各施設への配
本・回収を行います。

 福祉会館・保育園等への配本・回収を精査し継続実
施します。新たな配本拠点の拡大を実施してまいりま
す。
 図書館への来館が困難な市内に在住する身体障害者
手帳（視覚障害１～６級等）の交付を受けている方へ
の郵送又は宅配による貸出サービスの充足に努めま
す。

図書館ネットワーク事
業

 市の各部署が実施する事業で図書館の積極的な利用
を促すとともに、広域ネットワークの推進のため、近
隣図書館、小中学校、高校、大学、企業等との連携を
行います。
 また、図書館ボランティアの参加促進を行い、継続
性のあるボランティア活動の推進を行います。

 子どもの読書活動を推進するため、電子会議システ
ムを利用し、学校図書館職員との意見交換を実施し連
携を図ってまいります。
 ボランティア活動の推進を図るため、ボランティア
交流会を開催し、図書館まつりの運営をボランティア
主体で共に行うように努めます。

◆重点施策の主な事業と実施予定
重点施策１ 自ら学び、課題解決する力の育成と小中学校の教育環境整備

◆基本方針
 「誰もが知る自由が保障され、いつでも利用できる図書館」「いつでも生活する上で必要な情報が得られる図書館」として、幼児から高齢
者まで、誰もが本を読んで楽しみ、生活の知恵を得て、身体の健康と共に心の豊かさを育み、親しみやすい「生活の中に開かれた図書館」を
目指す。
 特に、子どもたち自身が読書習慣を身につけ、広い知識と豊かな情操を得て健全に育つよう「第２次日進市子ども読書活動推進計画」を遂
行する。

令和５年度 日進市教育委員会 基本方針と目標



〔学校教育課〕

事業名 事業内容 令和５年度主な実施予定

教育指導体制の充実
 補助教員等の配置により、個に応じたきめ細やかな
指導を行い、児童生徒の確かな学力や健やかな心身の
育成を図ります。

 学習指導講師をはじめとする会計年度任用職員を小
中学校に配置することで指導体制を充実させるととも
に、主体的・対話的で深い学びの実現に向けた研修の
実施を通じて教員の指導力向上を図ります。

相談体制の充実
 専門性の高いスクールソーシャルワーカー等の配置
により、各機関と学校の連携を進め、相談体制の充実
を図ります。

 学校の課題に対応した継続的・組織的な支援のた
め、中学校区（小中学校）に１名ずつ配置していたス
クールソーシャルワーカーを４名から５名に増員し、
新たにこども家庭室と連携することで学校との相談体
制を強化します。

特別支援教育の推進

 特別な支援を必要とする児童生徒が、一人ひとりの
教育的ニーズに応じた適切な支援と学習の機会を得る
ことができるよう、学校支援体制を整え教育環境を整
備します。切れ目のない支援を目指し、幼稚園・保育
所等と小中学校との連携を深め、関係機関との連携を
強化します。

 特別支援学習講師の継続的な配置及び学級支援介助
員の増員により特別支援学級の指導体制を充実させる
とともに、校外学習の実施を支える人材や費用負担を
拡充します。幼・保・小連絡会を開催し、継続的な連
携体制を維持します。

子どもの学びや教員を
支えるICT環境の充実

 １人１台タブレット端末の整備を始め、ネットワー
ク環境の整備、遠隔・オンライン教育に適合したICT環
境の実現や研修の実施等により、教員の指導力向上を
図り、児童生徒が全ての教科でICTを活用した学習を行
うことで情報活用能力を育成します。

 ICT環境を活用した授業やタブレット端末の持ち帰り
活用を引き続き推進するとともに、にっしんデジタル
学校図書館の開設やWEBQUの導入による学級支援など
新たな取組を推進します。

学校と学校給食セン
ターとの連携

 教員の業務負担の軽減に向けて文部科学省が推進し
ている、公会計制度（学校給食費を地方公共団体の会
計に組み入れる）の検討を進めると同時に、各学校と
給食数管理の共有を図ります。

 小中学校給食費口座振替システムを利用した学校給
食費の徴収業務を引き続き実施します。

学校と図書館との連携

 市内全ての小中学校図書室及び市立図書館をひとつ
に繋ぐネットワークを整備するため、双方が連携でき
る図書館システムの構築を目指します。また、各学校
間及び市立図書館との間の配本・レファレンス・相互
貸借等のサービスをこのネットワーク全体で利用でき
るよう整備します。

 市立図書館と小中学校図書館のシステム連携によ
り、児童生徒のタブレット端末から図書館の蔵書検索
やデジタル図書の貸出ができるようにし、ICT環境を活
用した読書や学習活動を推進します。

事業名 事業内容 令和５年度主な実施予定

地域学校連携事業協働
本部の運営

 学校が地域と連携、協働する組織を設置し運営する
ことで、地域全体で学校を支援し子どもたちの成長を
支える活動を推進します。

 地域学校協働本部の活動を支援します。

重点施策４ 学校を核とした地域づくり

◆基本方針

令和５年度 日進市教育委員会 基本方針と目標

 目まぐるしく変化する社会において、一人ひとりが自ら学び、課題を解決する力を養うため、時代に合わせた適切な義務教育を提供し、子
どもたちそれぞれの個性や生活環境の違いなど、一人ひとりに合った教育機会の確保に努め、自己の可能性を伸ばす力を育む。
 また、教育相談体制を整え、児童生徒への理解に基づき、個々が抱える不安や悩み、問題などに適切に対応したり、保護者の思いに寄り添
い適切に支援する。

◆重点施策の主な事業と実施予定
重点施策１ 自ら学び、課題解決する力の育成と小中学校の教育環境整備



〔学校教育課〕

個に寄り添う教育活動の充実
事業名 事業内容 令和５年度主な実施予定

教育指導体制の充実
 児童生徒の学習を支援し、個に応じたきめ細やかな
指導を行うために、補助教員を配置します。

 学習指導講師をはじめとする会計年度任用職員を小
中学校に配置します。

相談体制の充実
 児童生徒、保護者、教員を支援するため、スクール
ソーシャルワーカーや心の教室相談員等の配置、外部
機関による相談体制を構築します。

 中学校区（小中学校）に１名ずつ配置していたス
クールソーシャルワーカーを４名から５名に増員し、
子ども家庭室と連携することで学校との相談体制を強
化します。引き続き、心の教室相談員を分校を含む５
中学校に配置し、外部の相談機関やカウンセラー等と
連携した相談体制を継続します。

教育支援センター事業
 不登校の児童生徒が抱える様々な悩みや問題に対
し、それぞれにあった解決方法を探すため、保護者を
含めた支援を継続します。

 教員経験のある任期付職員を含む３名を指導員とし
て配置し、児童生徒に寄り添った支援を継続します。
また、１人１台タブレット端末を活用し、個々の状況
に応じた対応を強化します。

相談機関の連携体制の
構築

 虐待防止のため、児童相談所等の各相談機関や学校
及びスクールソーシャルワーカー等と情報共有し、連
携強化を図ります。

 情報共有や連携の体制を維持し、こども家庭室と学
校とのさらなる連携強化を図るためスクールソーシャ
ルワーカーを増員します。

幼保小連携事業

 幼児が継続的に教育的支援を受けることができるよ
う幼稚園、保育園から小学校へ就学する際に、指導記
録に基づき、学校と連携を図るための幼・保・小連絡
会を開催します。

 幼・保・小連絡会を開催し、継続的な連携を体制を
維持します。

地域学校連携事業
 部活動をはじめとする学校の諸活動を支援するた
め、学校教育支援学生サポーター等の配置や部活動に
係る費用の補助を行います。

 学生サポーターの配置及び選手派遣事業への補助を
継続します。

学校教育環境の整備推進
事業名 事業内容 令和５年度主な実施予定

小・中学校運営事業
 児童生徒に対し、適切な義務教育を受けることがで
きるように、必要な教科書を始めとした教材の整備、
衛生管理等を行います。

 デジタル教材の活用やWEBQUの導入など、時代に合
わせた適切な義務教育を提供します。

通学路安全事業
 児童生徒の登下校の安全を確保するため、交通指導
員を配置します。また、通学路交通安全プログラム等
を通じてや通学路環境の整備を行います。

 交通指導員を継続して配置します。通学路交通安全
プログラムに基づき、日進東中学校区（東小学校区・
相野山小学校区・梨の木小学校区）の通学路整備を行
います。
登下校時の更なる安全確保のため、各小学校に通学指
導ボランティア支援補助金を支給します。

生涯を通じてだれもが自由に学べる環境整備
事業名 事業内容 令和５年度主な実施予定

就学援助事業

 経済的な理由により、給食費・学用品費等の学習に
必要な費用の支払いが困難な児童生徒の保護者に対
し、経済的負担を軽減するため、必要な援助を行いま
す。

 新型コロナウイルスの影響による生活困窮世帯への
支援を含む就学援助事業を継続します。

◆基本施策の主な事業と実施予定



〔学校給食課〕（令和４年度：学校給食センター）

事業名 事業内容 令和５年度主な実施予定

学校と学校給食センター
との連携

 教員の業務負担の軽減に向けて文部科学省が推進して
いる、公会計制度（学校給食費を地方公共団体の会計に
組み入れる）の検討を進めると同時に、各学校と給食数
管理の共有を図ります。

 小中学校給食費口座振替システムを利用した学校給食
費の徴収業務を引き続き実施します。

個に寄り添う教育活動の充実
事業名 事業内容 令和５年度主な実施予定

学校給食調理事業
 共同調理場方式により、児童生徒に安全でおいしい給
食を提供します。

 献立表や給食だよりを通して給食の魅力を啓発すると
ともに学校給食コンクール等により献立内容の充実を図
り、地場産物を採用し、衛生面や食材の安全対策に努め
ます。

学校教育環境の整備推進
事業名 事業内容 令和５年度主な実施予定

給食センター（施設設備
維持管理事務）

 学校給食センターの施設、設備の適切な維持管理、修
繕を行います。また、児童生徒数の変化や施設、設備の
経年劣化等に対し、厨房の調理機器の計画的な修繕、更
新等を行います。

 施設設備・調理機器の日常・定期点検、修繕計画によ
り、必要な時期に必要な修繕等を実施し、良好な機能維
持に努めます。

令和５年度 日進市教育委員会 基本方針と目標

 共同調理場方式による学校給食事業を継続し、安全でおいしい給食を提供することで児童生徒の心身の健全な発達と学校における食育の推進
を図る。

◆重点施策の主な事業と実施予定
重点施策１ 自ら学び、課題解決する力の育成と小中学校の教育環境整備

◆基本施策の主な事業と実施予定

◆基本方針


